
 

  全全日日教教連連 

中中央央情情勢勢報報告告 

 

学校における医療的ケアを、より安全に、適切に実施するために！  
〈学校における医療的ケアに関する検討会議「最終まとめ」～文部科学省～〉 

 
 平成31年２月28日、文部科学省が設置した“学校における医療的ケアに関する検討会議”が「最終まとめ」を公
表した。中央情勢報告№７での報告と重なる部分は割愛するので、中央情勢報告№７も併せて、御一読いただきたい。 
 
学校における医療的ケアに関する検討会議「最終まとめ」概要（全日教連要約・抜粋） 
 
〈学校における医療的ケアとは〉 

・ 医療的ケア児の「教育の

場（就学先）」の決定につ

いては、平成 25年の学校教

育法施行令の改正を踏ま

え、総合的な観点から決定

する。 

・ その際、学校設置者であ

る教育委員会も交え、本人

や保護者への早期からの教

育相談・支援と、丁寧な合

意形成のプロセスが必要 
 
〈学校における医療的ケアに係る実施体制（例）〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〈医療的ケアに係る研修機会の提供〉 
  ・ 校内連携のために、医療的ケアを実施しない教職員に対しても、医療的ケアの基礎知識に関する校内

研修を実施する 

〈校外における医療的ケア〉 
  ・ 医療的ケア児の状況に応じ、看護師又は認定特定行為業務従事者が実施する体制を構築 

    （小中学校等においては、校内同様に、主に看護師等が当たる） 

  ・ 泊を伴う行事においては、勤務時間等も考慮した人員確保とともに、緊急事態に備え、医療機関との

連携協力体制の構築も必要 

  ・ スクールバス等専用通学車両の登下校において、乗車中に喀痰吸引が必要な場合には、看護師等によ

る対応が基本 

 

 

 中央情勢報告№７において、全日教連は、医療的ケア充実に係る体制整備や予算確保等を要望していくこと

を約束した。今回の「最終まとめ」に、教育の場決定に向けたプロセスの重要性や体制（案）が盛り込まれた

こと、そして、来年度予算において医療的ケアを行う看護師の増員（1,300人⇒1,800人）が達成されたことは、

要望活動の成果である。しかし、泊を伴う行事における人員確保等、課題が山積していると言わざるを得ない。 

 全日教連は、来年度の要望活動においても、各単位団体や全日教連専門部と連携し、現場が必要とする体制

の整備やそのための予算の充実を、関係省庁に求めていく。 
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